
















二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者

は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、

同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金

の額とを相殺した残額を支払います。  

 

（旅行者の責任）  

第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損

害を賠償しなければなりません。 

２ 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活

用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努め

なければなりません。 

３ 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領す

るため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地

において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し

出なければなりません。 

 

第八章 弁済業務保証金 
 

（弁済業務保証金）  

第三十二条 当社は、社団法人日本旅行業協会（東京都千代田区霞ヶ関３丁目３番３号）

の保証社員になっております。 

２ 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた

債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から３,８

００万円に達するまで弁済を受けることができます。 

３ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に

弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金

は供託しておりません。 
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別表第一 取消料（第十六条第一項関係） 

 

一  国内旅行に係る取消料 

区 分 取 消 料 

（一）次項以外の受注型企画旅行契約 

イ  ロからヘまでに掲げる場合以外の場合（当社が契約書面において企画料金の

金額を明示した場合に限る。） 

 

ロ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目（日帰り旅行にあって

は十日目）に当たる日以降に解除する場合（ハからヘまでに掲げる場合を除

く。）  

ハ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除

する場合（ニからヘまでに掲げる場合を除く。）  

ニ  旅行開始日の前日に解除する場合  

 

ホ  旅行開始当日に解除する場合（ヘに掲げる場合を除く。）  

 

ヘ  旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合  

企画料金に

相当する金

額 
旅行代金の

２０％以内 
 

旅行代金の

３０％以内 
旅行代金の

４０％以内 
旅行代金の

５０％以内 
旅行代金の

１００％以

内 

（二）貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に

係る取消料

の規定によ

ります。 

備考  取消料の金額は、契約書面に明示します。 

 

二 海外旅行に係る取消料 

区 分 取 消 料 

一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約（次項に掲げる旅行契約を除く。） 

イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合（当社が契約書面において企画料金

の金額を明示した場合に限る。）  
 
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解

除する場合（ハ及びニに掲げる場合を除く。）   
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合（ニに掲げる場合を除く。）  
 
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合  
 

企画料金に

相当する金

額 
旅行代金の

２０％以内 
旅行代金の

５０％以内 
旅行代金の

１００％以

内 
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二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 
イ   ロからホまでに掲げる場合以外の場合（当社が契約書面において企画料金

の金額を明示した場合に限る。）  
 
ロ   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解

除する場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。）  
ハ   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解

除する場合（ニ及びホに掲げる場合を除く。）  
ニ   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解

除する場合（ホに掲げる場合を除く。）   
ホ   旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除

又は無連絡不参加の場合   

企画料金に

相当する金

額 
旅行代金の

２０％以内 
旅行代金の

５０％以内 
旅行代金の

８０％以内 
旅行代金の

１００％以

内 

三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約  
 

当該船舶に

係る取消料

の規定によ

ります。 

備考  取消料の金額は、契約書面に明示します。 

 

 

別表第二 変更補償金（第三十条第一項関係） 

 

一件あたりの率（％） 
変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 

旅行開始前 旅行開始後 

一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 

二  契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを

含みます。）その他の旅行の目的地の変更 

三  契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の

ものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に

記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。） 

四  契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 

五  契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了

地たる空港の異なる便への変更 

六  契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗

継便又は経由便への変更 

七  契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 

八  契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の

客室の条件の変更 

１．５ 
１．０ 

 
１．０ 

 
 

１．０ 
１．０ 

 
１．０ 

 
１．０ 
１．０ 

 

３．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
 

２．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
２．０ 
２．０ 
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注一  「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を

いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をい

います。  
注二  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、

この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又

は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、

それぞれの変更につき一件として取り扱います。 
注三  第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合

は、一泊につき一件として取り扱います。 
注四  第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変

更を伴う場合には適用しません。 
注五  第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた

場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 

 




